
 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 

綾瀬市議会５月臨時会議案 

 

 

 

 

 

 
 

 

綾  瀬  市 

 

 



目              次 

番 号 題 名 ページ 

議 案 

２８ 綾瀬市固定資産評価審査委員会委員の選任について ３ 

２９ 
専決処分の承認について（綾瀬市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊
の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特
例に関する条例の一部を改正する条例） 

４ 

３０ 
専決処分の承認について（綾瀬市国民健康保険税条例の一部を改正
する条例） 

８ 

 



  

第２８号議案  

 

      綾瀬市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

  次の者を綾瀬市固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、議会の同意を求

めます。 

１  住    所  綾瀬市小園 

２  氏    名  山 田 正 志 

３  生年月日  昭和２４年 

    令和８年５月１２日提出 

  

綾瀬市長  橘 川 佳 彦 

 

  （提案理由） 

  令和８年５月２１日をもって任期が満了することに伴い再任いたしたく、地方税法

第４２３条第３項の規定により提案するものであります。 
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 第２９号議案   

 

専決処分の承認について 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により綾瀬市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊

の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の

一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

より報告し、承認を求めます。 

令和８年５月１２日提出 

 

綾瀬市長 橘 川 佳 彦 

 

（提案理由） 

  地方税法の改正に伴い、綾瀬市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有

する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の一部改正について、

緊急を要し専決処分したので、報告し、承認を求めるものであります。 
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○写  

専  決  処  分  書 

 

綾瀬市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する

軽自動車税の種別割の特例に関する条例の一部を改正する条例について、次のとおり

専決処分する。 

 

綾瀬市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車 

等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の一部を改正する条 

例 

 

（綾瀬市市税条例の一部改正） 

第１条 綾瀬市市税条例（昭和５２年綾瀬町条例第１１号）の一部を次のように改正

する。 

  目次中「第２９条の２」を「第３０条」に改める。 

  第８条第１項中「の種別割」を削る。 

  第２９条の２を削る。 

  第３０条（見出しを含む。）及び第３１条（見出しを含む。）中「種別割」を「 

軽自動車税」に改める。 

  第３２条の見出し及び同条第１項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第３３条の見出し及び同条第１項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

  第３４条（見出しを含む。）及び第３５条（見出しを含む。）中「種別割」を「 

軽自動車税」に改める。 

  第３６条第２項中「第４４３条第３項ただし書」を「第４４３条第２項ただし書 

 」に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第６項中「種別割」を「軽自動車

税」に改める。 

  第５５条第１項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、第

７号を第６号とする。 

  附則第１３項第３号中「附則第１５条第２５項第１号」を「附則第１５条第２４

項第１号」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同項第４号を削り、同項第５

号中「附則第１５条第２５項第３号」を「附則第１５条第２４項第３号」に、「４
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分の３」を「３分の２」に改め、同号を同項第４号とし、同項第６号中「附則第１

５条第２５項第４号」を「附則第１５条第２４項第４号」に、「２分の１」を「４

分の３」に改め、同号を同項第５号とし、同項第７号中「附則第１５条第３２項」

を「附則第１５条第３１項」に改め、同号を同項第６号とし、同項第８号中「附則

第１５条第４０項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同号を同項第７号とし、

同項第９号中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」に改め、同号

を同項第８号とし、同項第１０号を同項第９号とし、同項第１１号を同項第１０号

とする。 

  附則第１５項から附則第１７項までを削る。 

  附則第１８項の前の見出し中「種別割の」を削り、同項中「第４４４条第３項に

規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に改め、「の種

別割」を削り、同項を附則第１５項とする。 

  附則第１９項中「令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年

４月１日から令和１０年３月３１日まで」に改め、「の種別割」を削り、同項を附

則第１６項とする。 

 附則第２０項及び附則第２１項を削る。 

 附則第２２項中「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に、「令和４年４月１

日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度

の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同項を附則第１７

項とする。 

 附則第２３項を削り、附則第２４項を附則第１８項とする。 

 （アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別

割の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の

種別割の特例に関する条例（昭和３３年綾瀬町条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

  題名及び第１条中「種別割の」を削る。 

  第２条の見出し中「種別割の」を削り、同条中「の種別割は地方税法第４６３条

の１８第１項」を「は、地方税法第４５１条第１項」に改める。 

  第３条中「種別割の」を削る。 
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  第４条の見出し及び同条第１項中「の種別割」を削り、同条第２項中「種別割の

納税義務者は」を「納税義務者は、」に改める。 

  第１号様式中「軽自動車税の種別割証紙」を「軽自動車税証紙」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 （固定資産税に関する経過措置） 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法

等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能

エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

３ 第１条の規定による改正後の綾瀬市市税条例及び第２条の規定による改正後のア

メリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の

特例に関する条例の規定は、令和８年度以後の年度分の軽自動車税について適用す

る。 

４ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の

環境性能割については、なお従前の例による。 

５ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

令和８年３月３１日 

 

綾瀬市長 橘 川 佳 彦  

 

理  由 

  地方税法の改正に伴い、綾瀬市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有

する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の一部改正について、

緊急を要するので、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。 
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  第３０号議案   

 

専決処分の承認について 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により綾瀬市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求めます。 

令和８年５月１２日提出 

 

綾瀬市長 橘 川 佳 彦  

 

（提案理由） 

地方税法施行令の改正に伴い、綾瀬市国民健康保険税条例の一部改正について、緊

急を要し専決処分したので、報告し、承認を求めるものであります。 
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 ○写  

 

専  決  処  分  書 

 

綾瀬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、次のとおり専決処分す

る。 

 

綾瀬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

綾瀬市国民健康保険税条例（昭和３２年綾瀬町条例第４号）の一部を次のように改

正する。 

第１２条第１項中「当該各号のキ」の次に「及びク」を加え、同項第１号に次のよ

うに加える。 

ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以

上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について１４０円 

第１２条第１項第２号中「３０万５，０００円」を「３１万円」に改め、同号に次

のように加える。 

 ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以

上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について１００円 

第１２条第１項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同号に次のように加

える。 

 ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以

上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について４０円 

第１２条第３項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「被保険者均

等割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項に次の１号を加え

る。 

(9) 出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険者均

等割額 当該出産被保険者につき第８条の５の規定により算定した１８歳以上被

保険者均等割額（第１項の規定による減額が行われた場合にあつては、その減額
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後の１８歳以上被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

第１２条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある場合に

おける当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額（前３項の規定による減額が行われた場合にあつては、その減額後の被保

険者均等割額）は、当該被保険者均等割額から、当該納税義務者の世帯に属する１

８歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額

とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第１２条の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について

適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

令和８年３月３１日 

 

綾瀬市長 橘 川 佳 彦  

 

理  由 

地方税法施行令の改正に伴い、綾瀬市国民健康保険税条例の一部改正について、緊

急を要するので、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。 
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